
߁݈ࢠखாͷަ

　保健センターにて母子健康手帳を交付しています。
その際、妊娠の届出が必要です。
　母子健康手帳は、妊娠中の健康の記録、子どもの健康
状態や発育状況を記録します。大切に保管しましょう。

ަ付されるもの

・母子健康手帳
・妊්一ൠ健康診査受診ථ
・新生児ௌ֮検査受診ථ  など
・パンフϨット

妊娠中に転入された人
්一般健康診ࠪ受診ථ・新生児ௌ֮検ࠪ受診ද

転入前のものは使用できません。
国中央市のものと差しସえますので࢛

国中央市保健センター、保健ਪਐ՝ 川之江・土居窓口へ࢛
おӽしください。

妊්健康診査・৽生児ௌ覚検査の助成
　妊婦健康診査、新生児聴覚検査の一部公費負担を
行っています。
　母子健康手帳発行時に受診票を交付します。
　交付された受診票を四国中央市が委託している医療
機関に提出すると妊婦健康診査費、新生児聴覚検査費
の一部が助成されます。受診票は県内の医療機関と助
産院の΄か県外一部医療機関にて使用できます。
ཬؼり出産等の理由で県外の医療機関（県外一部医療

機関を除く）にて受診された方についても、健診費用の一
部を助成金としてؐ付します。ただし、保健センターにて
申請が必要です。申請期間は、最後に妊婦一ൠ健康診査を
受診した日または出産した日から6か月以内です。

妊්ࣃՊ個別健康診査
　妊娠期間中に1回、歯科健診を公費負担で受けること
ができます。母子健康手帳発行時に受診票を交付しま
す。受診票は四国中央市が委託している歯科医療機関
にて使用できます。

ϚϚύύ学ڃ
　市内在住の初産婦とその夫を対象に、ママパパ学級
を実施しています。安心して出産を迎えられるよう、役
ཱつ情報をおえします。
　予約制になっていますので、広報で日程を確認のう
え、保健センターまでお申し込みください。

特定ෆ妊࣏療අ助成
　特定不妊治療を実施している夫婦の経済的負担を軽
減するため、その治療費の一部を助成しています。対象
は愛媛県の特定不妊治療費助成対象と認められた四国
中央市の住民で、1回あたり5万円を限度に助成します。
保健センターで申請が必要です。

ͪΌΜ͕ੜ·ΕͨΒ

事業څΉつ支͓ࢴのまちの子育て応援ೕ児ࢴ
　大Ԧ紙（株）・Ϣニチャーム（株）のご協力を得て実
施しています。
　市内に住民票があり、かつ居住している1歳未満のお
子さんがいる保護者に対して、紙おむつの引換券を交
付しています。引換券は市内の取ѻ登録ళで対象商品
と引き換えてご利用ください。

子育て支援 問  保健推進課 ☎28-6054

次ページに続く
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 ɾ්ࢠͲͷ૬ஊࣨڭ

育児相談・妊්相談・ి 相談
　就学前の乳༮児を対象に、身体ଌ定、保健・栄養・育児
相談を行っています。
　また、育児相談に合わせて妊婦相談も実施していま
す。日程等は広報・子健康カレンダーをご覧ください。

こんにちはちΌん訪問
対象者／新生児・乳児
内容／�市内で出生されたすべてのお子さんを対象に

保健師などが訪問し、お子さんの身体ଌ定や
育児相談、健診や予防接種のઆ明をし、安心し
て子育てができるようにサポートします。

産後έア事業
　家族等から家事、育児等の援助を受けられない方で、
心身の不調や育児不安が強い方を対象に、市内の指定
の医療機関等で赤ちゃんの世話や育児について具体的
に助ݴ・指ಋを受けることができます。市内に住民票が
ある生後4か月未満のお子さんとお母さんが対象です。
利用には保健センターでの申請が必要です。

ೕ食セミφー（要予）
内容／�離乳食のすすめ方や工夫などについて学び、

参加者同士交流しながら情報交換と調理実श
を行います。

対象／�生後5～6か月児の保護者
。食は保護者のみですࢼ�※

ೕ༮߁݈ࣇࠪ

医療ػ関での個別検診
　受診票を使い1歳までの間に2回（6～7か月と10～
11か月）、健診を公費負担で受けることができます。
受診票は、県内の医療機関および県外一部医療機関で利
用できます。

　いずれもお子さんの成長・発達を確認するための大切
な健診ですので、対象月になりましたら忘れずお越しく
ださい。

　出生届提出後、保健センターで交付します。転入の場
合も対象となりますので、保健センターにて手続きを
行ってください。

　広報・子健康カレンダーなどで日程を確認のうえ、
保健センターまでお申し込みください。

集ஂ健診
　市内3会場にて行っています。

内容

4か月児健߁診査 身体ܭଌ・小児科医師による診・
保健指導・ӫ養相ஊ

1歳6か月児健康診ࠪ 身体ܭଌ・小児科、歯科医師による
診・保健指導・歯科指導

3歳児健康診ࠪ 身体ܭଌ・小児科、歯科医師による
診・保健指導・歯科指導

　詳細は、広報・子健康カレンダーをご覧ください。子健康カ
レンダーについては四国中央市保健センターで配しています。
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༧छ� 問  保健推進課　☎28-6054

　定期接種は次の内容で実施しています。お子さんに合わせた接種スケジュールは、かかりつけ医と相談して決めま
しょう。
� （令和元年6月1日現在）
対象疾病（ワクチン） 接種回数 対象年齢（公費で受けられる期間） 標準的な接種年齢 接種方法

B型肝炎 3回 1歳未満 生後2か月で開始

個別接種
（委託医療機関
での接種）

ヒブ 通常4回 生後2か月～ 5歳未満 生後2か月で開始
小児用肺炎球菌 通常4回 生後2か月～5歳未満 生後2か月で開始
混合接種

ジフテリア・百日せき・
破傷風・ポリオ

（DPT-IPV）（DPT）

1期 4回 生後3か月～7歳半未満 生後3か月で開始

ジフテリア・破傷風（DT） 2期 1回 11歳～13歳未満 11歳
結核（ＢＣＧ） 1回 1歳未満 生後5か月～8か月に達するまで

麻しん風しん混合
（MR）

1期 1回 1歳～2歳未満 1歳になったらできるだけ早く

2期 1回 保育園・幼稚園の年長児
4/1～翌年3/31まで 年長児になったらできるだけ早く

水痘（水ぼうそう） 2回 1歳～3歳未満 1歳～1歳3か月で開始

日本脳炎
1期 3回 生後6か月～7歳半未満 3歳で開始
2期 1回 9歳～13歳未満 9歳

子宮頸がん 3回 12歳（小学6年）になる年度～16歳
（高校1年）になる年度の女子 13歳になる年度（中学1年生の女子）

※�日本脳炎予防接種は、平成17年5月～平成22年3月末まで接種勧奨差し控えの期間となっていたため、その際に接種の機会を逃した方
に特例措置がとられております。特定対象者は平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの方のうち、20歳未満の方です。詳しくは、保
健センターまでお問合せください。
※�子宮頸がん予防接種は、現在、積極的な接種勧奨の差し控えは継続していますが、定期接種としてワクチン接種を受けることが可能で
す。接種についてはかかりつけ医または、保健センターまでお問い合わせください。

○市外で接種したいとき
◦�愛媛県内の医療機関の場合� �
愛媛県内の医療機関のうち、「愛媛県広域化協力医療機関」に参加してい
る医療機関では、市内で受けるのと同じように接種を受けることができ
ます。愛媛県広域化協力医療機関であるか不明な場合は、保健センターま
たは医療機関へお尋ねください。
◦�県外の医療機関の場合� �
県外で接種する場合は、あらかじめ四国中央市保健センターへの申し込
み（申請）が必要です。四国中央市への申し込みをせずに接種した場合は、
任意接種となり、接種料金の払い戻しや健康被害の救済制度を受けられ
ませんので、ご注意ください。

○任意接種について
　任意接種は、保護者の方の希
望により行うもので、費用は全
額自己負担となります。金額は
接種する医療機関へお問い合わ
せください。接種を希望される
方は、かかりつけ医の先生とよ
く相談をして、効果や副反応に
ついて理解したうえで接種しま
しょう。

四国中央市へ転入された方へ
　四国中央市では前住地予防接種券との引き換えを
行っています。実施されていない予防接種（対象年齢内
のもの）がある場合は、母子健康手帳をもってお近くの
保健センターへお越しください。

四国中央市から転出される方へ
　四国中央市でもらった予防接種券については、転出
後使用することはできません。転入先で母子健康手帳
を持参し手続きをしてください。

� 四国中央市役所　☎28-6000（代）
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妊娠・出産・育児に関する 総合相談窓口 です。

四国中央市ࢠҭͯੈ代แׅࢧԉηϯλʔ
問 子育て世代包括支援センター（保健推進課）　☎28-6054

○子育て世代包括支援センターのご案内
◦どんなところ？
　妊娠から出産、子育てのさまざまな相談の窓口です。
　担当保健師が保護者やご家族の子育てをサポートします。お気軽にご相談ください。
◦サポート内容
　妊 娠 期：妊娠の届出の際にお話をうかがい、困りごとや悩みごとがある方は継続的にサポートします。
　出産前後；�出産に向けて不安なことがあれば、お話をおうかがいします。�

その後、赤ちゃん訪問で赤ちゃんの発育や育児、お母さんの健康状態・困りごと等についてお聞きし、
必要であれば産後ケアについてご紹介します。

　子育て期：�子育てへの不安がある場合は、継続的にサポートします。�
また必要時、利用可能なサービスや専門機関をご紹介します。

育児で疲れて
しんどいなぁ…

初めての妊娠、
出産で不安…

子育て世代包括支援センターがOPENしました♪（平成30年11月開設）
妊娠★出産★子育て中のみなさん ～こんな悩みはありませんか？～

子育て支援機関などと連携しながら�みなさんの子育てを応援します♪

開設時間／8時30分～17時15分（土日祝日、年末年始は除く）
〒799-0497　三島宮川4丁目6番55号　四国中央市保健センター

お気軽にご相談ください

発達のことが心配

私の子育て
これでいのかな？
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อҭɾڭҭࢪઃ（อҭԂɾ༮ஓԂɾೝఆ͜ͲԂɾҬܕอҭۀࣄ所）
問  こども課保育幼稚園係 ☎28-6027

　入所要件、入所年齢、保育時間は施設によって異なります。

施設名 入所Մ年齢 所在地 ి൪号 一࣌༬かり Ԇ長保ҭ
川之江保育Ԃ
（32�4～川之江こどもԂへҠ行） 1歳児～ 川之江町1070 28-6270

金生保ҭ園 1歳児～ 金生町下分1653-1 28-6273
上分保ҭ園 1歳児～ 上分町545-1 28-6272
金田保ҭ園
（R2�4〜金田こども園へҠߦ） 1歳児～ 金田町金川203-1 28-6275

松柏保ҭ園 1歳児～ 下柏町389 28-6084
中曽根保ҭ園 1歳児～ 中曽根町1489 28-6083
保ҭ園 1歳児～ 中之庄町380 28-6086 ○
寒川保ҭ園 1歳児～ 寒川町1388-3 28-6087 ○
豊岡保ҭ園 1歳児～ 豊岡町େ町1892-1 28-6088
小ྛ保ҭ園 1歳児～ 土居町小林834 28-6373
土居保ҭ園 1歳児～ 土居町土居1570 28-6372 ○
北保ҭ園 1歳児～ 土居町蕪崎712 28-6374
北保ҭ園 1歳児～ 土居町野1522 28-6376

◦公立保育園

施設名 入所Մ年齢 所在地 ి൪号 一࣌༬かり Ԇ長保ҭ
乳児保育所こども村 生後100日～2歳児 金生町山田井107 56-1310 ○
乳児保ҭ所ここΖ 生後100日～2歳児 川之江町2290 58-1787 ○
妻鳥保ҭ園 1歳児～ 妻鳥町573-1 22-3980 ○ ○
みしま乳児保ҭ園 生後57日～2歳児 中之庄町542 23-1311 ○
東保ҭ園 1歳児～ 三島ே日1ஸ5-29 28-6085 ○ ○
アンジΣリーφ保ҭ園 生後6か月～ 土居町上野Ե158-1 74-6980 ○

◦私立保育園

施設名 入所Մ年齢 所在地 ి൪号 一࣌༬かり Ԇ長保ҭ
川之江幼ஓԂ
（32�4～川之江こどもԂへҠ行） 3歳児～ 川之江町1061 28-6279

川之江みなみ幼稚園
（R2�4〜金田こども園へҠߦ） 3歳児～ 金田町金川201-1 28-6278

三島東幼稚園 3歳児～ 上柏町99 28-6089
三島南幼稚園 3歳児～ 豊岡町େ町190 28-6091

◦公立幼稚園

次ページに続く

� 四国中央市役所　☎28-6000（代）
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施設名 入所Մ年齢 所在地 ి൪号 一࣌༬かり Ԇ長保ҭ
川之江こどもԂ
（32�4～開Ԃ）

（保ҭ） 生後6か月～ 川之江町1061-6 （ҭڭ）28-6270 3歳児～
金ాこどもԂ
（32�4～開Ԃ）

（保ҭ） 1歳児～ 金田町金川203-1 （ҭڭ）28-6275 3歳児～

居౦こどもԂ （保ҭ） 生後6か月～ 土居町津根1650 （ҭڭ）28-6375 3歳児～

◦公立認定こども園

施設名 入所Մ年齢 所在地 ి൪号 一࣌༬かり Ԇ長保ҭ
認定こどもԂ
金生幼ஓԂ

（保育） 生後6か月～ 金生町下分701 （ҭڭ）58-6510 3歳～
緑ϲٰ
認定こども園

（保ҭ） 生後6か月～ 金生町山田井350 （ҭڭ）58-6111 3歳～
認定こども園
三島幼稚園

（保ҭ） 生後6か月～ 三島宮川3ஸ20-4 （ҭڭ）24-3183 3歳～

Ѫ和認定こども園 （保ҭ） 生後6か月～ 中之庄町1216 （ҭڭ）24-3533 3歳～

◦私立認定こども園

施設名 入所Մ年齢 所在地 ి൪号 一࣌༬かり Ԇ長保ҭ
保育施設しΌ΅んۄ
（事業所内保育事業所） 生後2か月～2歳 上分町861-20 56-1786

ͻまわりϋッϐー保ҭ園
（小ن保ҭ施ઃ） 生後4か月～2歳 金生町山田井Ե18-1 22-4550

◦地域型保育事業所

ࢠͰ͑ܜΔ� 問  こども課 子育てاը係　☎28-6027

　֓ね0歳から3歳までの子どものいるお母さんたちが気軽に訪れ、子育てに関する情報交換ができる場として、地
域子育て支援拠点事業を実施しています。それͧれの施設には、たくさんのおもちゃや小さな子どもが༡べるスペー
スの΄か、子育てについて相談できる保育士などがいますので気軽におཱち寄りください。

名称 実施場所 ి൪号 開࠵日
居おやこ場 土居こども （ؗ土居町入野178-1） 28-6394 月～金༵日（ॕ日をআく）   9ɿ00～16ɿ00
子;れ͋い広場ɹ;わりん ふれあい会 （ؗ三島中央3-14-31） 23-2526 月～金༵日（ॕ日をআく） 10ɿ00～15ɿ00
子のくつΖ͗εϖーε
にこにこルーϜ

'国中央ドットίϜ2࢛
（川之江町1814-5） 58-8726 月～土༵日（ॕ日をআく）   9ɿ30～15ɿ00

子ҭて支ԉセンターすくすく みしま児童センター（三島中央2-1-18） 28-6155 月～金༵日（ॕ日をআく）   9ɿ00～15ɿ00
こども村子ҭて支ԉセンター 乳児保育所こども村（金生町山田井107） 56-1310 月～金༵日（ॕ日をআく）   9ɿ00～16ɿ00
子ҭて支ԉセンターͻよこ みしま乳児保育園（中之庄町542） 28-1512 月～金༵日（ॕ日をআく）   9ɿ30～16ɿ00

ಐؗࣇ

施設名 所在地 ి൪号 ։ؗ࣌間 日ؗٳ
みしま児童センター 三島中央2-1-18 28-6072 8時30分～17時 日༵、ॕ 日、年年始

施設名 入所Մ年齢 所在地 ి൪号 一࣌༬かり Ԇ長保ҭ
新宮幼稚園 3歳児～ 新宮町新宮460 28-6418
土居東幼稚園 3歳児～ 土居町津根3703-1 28-6364

ϑΝϛϦʔαϙʔτηϯλʔ� 問  四国中央市ࣾ会福祉ٞڠ会　☎28-6150

　地域において育児の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、育児について助け合う会員組織です。ファミリー
サポートセンターで行う相ޓ援助活動は、会員相ޓで、一時的またはྟ時的に実施する軽қな子育て援助の活動です。
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相談員
　子どもの発達に関する相談や発達検査の΄か、不登
校やひきこもりなどのए者の相談も受けています。
対象年齢 30歳まで

内ɹɹ容

◦発達や発育のみ
◦集団生活や学शのशಘに関すること
◦ 児童福祉法に基ͮく通所支ԉの利用に関す
ること

◦不ొ校、ͻきこもりなどの相ஊ
◦特性理ղのたΊの発達検査など各種検査

個別支援ܭը
　お子さんの健やかな成長や発達を見通して、福祉・医
療・保健・教育・労働等の関係機関が、本人や保護者のئ
いや、目標、支援内容・方法などを共有したり役割分担
したりして、一؏した適切な支援を考えていくための
πールです。
　本人に対するप囲の共通認ࣝや支援が必要だと考えら
れる場合や、就学・ਐ学・就職時などに支援を引き継いで
΄しいと思う時に、保護者（本人）の希望により作ります。
　作成を希望される場合は、所属の園や学校に申し出
てください。

児童発ୡ支援
　障がいや発達に特性のある就学前のお子さんの基本
的な生活श׳の自ཱを促したり、集団生活への適応力
を育てたりする福祉サービスです。
　1BlFUUFでは、子で参加する「小集団療育」と、保護
者の送迎によりお子さんだけで受ける「個別療育」を
行っています。
対象年齢 未ब学の児童（幼児）
職ɹɹ員 保育ݴ、࢜語ௌ֮࡞、࢜業療法࢜
ఏ࣌ڙ間 月༵～金༵日 8ɿ30～17ɿ15

お合せ 児童発達支ԉセンター（ὸ28-6026）
子どもए者発達支ԉセンター内

์課後等σΠサービス
　障がいや発達に特性のある学齢期のお子さんを対象
に、放課後やՆ休みなどの長期休Ջ中の居場所を提供
し、生活能力の向上、集団生活への適応力を育てるため
の福祉サービスです。
　1BlFUUFでは、学校から1BlFUUFへの送迎（長期休Ջ中
は保護者の送迎）により、ෳ数人で受ける「小集団療育」
と、保護者の送迎または本人の通所により、お子さんだ
けで受ける「個別療育」を行っています。

援助が必要になったら
①�ґཔ会員は、センターのアドバイザーに電話してくだ
さい。
②�アドバイザーは、地理的な条件等をצҊし、援助会員
に連絡します。
③アドバイザーは、援助会員とґཔ会員を引き合わせます。
④�ґཔ会員は、ґཔ用務、日時、場所など援助会員とे分
に事前にଧち合わせて、子供を預けます。
　突発的なґཔについては、可能な限り対応しますが、
援助会員の調整がつかないことがあります。ґཔの申込
はできるだけ早めにおئいします。

動時間׆ 間͋たりのใु額࣌1
6ɿ00～8ɿ00 800円
8ɿ00〜19ɿ00 700円
19ɿ00〜21ɿ00 800円

　四国中央市子どもए者発達支援センター（愛শ
「1BlFUUF」）は、相談や施設通所により༮児期から就労期
までの一؏した支援を行うことを目的とした施設です。

四国中央市ࢠͲएऀൃୡࢧԉηϯλʔ
問  発ୡ支援課　☎28-6029

①�保育所や小学校の開始前またはऴ了後に、児童を預
かること。
②保育所等の送迎を行うこと。
③�児童の軽度のই病、保育所等の休日その他の事由が
ある場合において、児童を預かること。
④その他必要と思われる育児の支援を行うこと。
◦�児童を預かる場合は、原則として援助会員の自宅で
実施します。
◦児童の॓ധは行いません。
◦�通常は1対1での預かりが基本となりますが、ܑ ఋ࢞
ຓでの利用の場合は、その限りではありません。

対象年齢 ब学している高校生までの児童・生ె
（小集団療育は小学生まで）

職ɹɹ員 児童指導һ、指導һ、ݴ語ௌ֮࡞、࢜業療法࢜

ఏ࣌ڙ間 月༵～土༵日 8ɿ30～18ɿ05（土༵日は౦部
子どもϗーϜの個別療育を17ɿ15まで提供）

お合せ

౦部子どもϗーϜ（ὸ28-6026）
子どもए者発達支ԉセンター内
部子どもϗーϜ（ὸ28-6395）
土居こどもؗ内

相çஊç員 発達支ԉ相ஊһ、ެ 認心理࢜、保健師、保育࢜、
など࢜育ڭ特別支ԉ、࢜業療法࡞、࢜語ௌ֮ݴ

ఏ࣌ڙ間 月༵～金༵日 8ɿ30～17ɿ15

උɹɹߟ
費用は無料ですが、事前にిでご予くだ
さい。
相ஊ内容、個人のൿ密はݻくकられます。

お合せ 子どもए者総合相ஊセンター（ὸ28-6266）
子どもए者発達支ԉセンター内

� 四国中央市役所　☎28-6000（代）

91

１９１１四国中央市(SG40)行政最終.indd   91 2019/10/11   14:05:04



පࣇޙอҭ
問 こども課 保育幼稚園係  　　　 ☎28-6027

病（後）児保育ルーム「エミリア」 ☎23-5925
　病（後）児保育ルーム「エミリア」をふじえだファミ
リークリニック内に開設しています。（委託）
　お勤めや急な用事など、ご家庭でお子さまの看護が
できない場合、保護者に代わって、看護師・保育士が病
気または病気の回復期のお子さまをお預かりして看護
保育します。

์՝ࣇޙಐΫϥϒ
問 川之江ふれあい交流センター　☎28-6247

みしま児童センター　☎28-6072
　昼間、保護者が就労などで家にいない児童の放課後対
策として放課後児童クラブを開設しています。クラブを
利用するには、保護者が就労しているなどの条件が必要
となりますので、詳細は児童センター等へお問い合わせ
ください。
開設時間／�下校時～18：00�

（土曜、長期休み　8：00～18：00）�
※土曜日は市内3ヶ所で集約開設

負担金／�月額3,000円（8月のみ6,000円）�
※別途毎月1,000円の自主運営費が必要
名称 実施場所 問い合わせ先

川之江小第1児童クラブ 川之江町2370

川之江
ふれあい
交流センター

川之江小第2児童クラブ 川之江町2370
川之江小第3児童クラブ 川之江町2370
川之江小第4児童クラブ 川之江町2370
金生第一小児童クラブ 金生町下分1665
金生第二小児童クラブ 金生町山田井775
上分小児童クラブ 上分町800
南小児童クラブ 金田町金川145

川之江
ふれあい
交流センター

妻鳥小第1児童クラブ 妻鳥町1525-1
妻鳥小第2児童クラブ 妻鳥町1525-1
川滝小児童クラブ 川滝町下山2110
新宮児童クラブ 新宮町新宮448
みしま児童センター
児童クラブ 三島中央2-1-18

みしま児童
センター

松柏小児童クラブ 下柏町407
中曽根小第1児童クラブ 中曽根町1489
中曽根小第2児童クラブ 中曽根町1477
中之庄小第1児童クラブ 中之庄町140
中之庄小第2児童クラブ 中之庄町140
寒川小児童クラブ 寒川町1814
豊岡小児童クラブ 豊岡町豊田78-1
土居小児童クラブ 土居町土居1571-2
北小児童クラブ 土居町蕪崎1040
長津小児童クラブ 土居町津根2061
小富士小児童クラブ 土居町小林667
関川小児童クラブ 土居町上野911-1

Ұ࣌༬͔Γ
問  各実施施設　※P89保育施設一覧参照
　保護者の就労や疾病、出産、看護、冠婚葬祭などで、一
時的に家庭で保育が困難な場合に、保育施設でお子さ
まをお預かりするサービスです。
対象年齢

　満1歳～就学前（妻島保育園は4歳児～就学前）
　※1人で歩行ができ、離乳食が完了していること。
実施施設

　寒川保育園、土居保育園、乳児保育所こども村、乳児
保育所こころ、妻鳥保育園、東保育園（1歳児～）、アン
ジェリーナ保育園　※施設一覧参照
利用時間／�月曜日～金曜日　9：00～16：00�

（乳児保育所こども村、こころは8：00～）
利用料金／�1日�1,500円（市民税非課税世帯、生活保

護受給世帯は減免制度あり。）
申し込み

　初めて利用される方は、利用前に登録申請と面談が
必要です。各施設に申請書を備えてありますので、お子
さまと一緒に各施設へ申し込んでください。

　入院や、医療を行うものではありませんので、通院で
治療を行える程度のお子さまが対象となります。
対象年齢／生後5か月～小学6年生
利用時間／月曜日～金曜日　9：00～17：30
利用料金／�1日�2,500円（生活保護受給世帯・市民税

非課税世帯は減免制度あり。）
申し込み

◦�初めて利用される方は、利用前にこども課もしくは
「エミリア」にて登録申請を行ってください。なお、登
録は年度ごとに必要です。
◦�利用されるときは、必ず事前に空き状況をご確認く
ださい。
※�利用時には医師連絡票等の書類や、着替え、お弁当な
どの持参物が必要となります。詳細は「エミリア」に
お問合せください。
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�ࢱಐࣇ 問  こども課

児童手当・特例څ付
支給対象

　中学校ଔ業まで（15歳౸達後の最初の3月31日まで）
の児童を養育している方
※公務員の方は勤務先へ申請してください。
※�申請の際には、手続きの対象となる方等の個人番号
（マイナンバー）を確認できるものが必要です。
支給額（月額）

（1）所得制限限度額を超えない場合（児童手当）
　��◦3歳未満　15,000円
　��◦3歳以上小学校修了前　�10,000円…第1・2子� �

15,000円…第3子以降
　��※�第3子以降とは、高校ଔ業までの養育している児

童のうち、3番目以降の子どもをいいます。
　��◦中学生　10,000円
　（2）所得制限限度額を超える場合（特例給付）
　��◦0歳～中学校修了まで　5,000円
　��※�児童が施設入所している場合やཬなどに委託

されている場合は、原則としてその施設の設置者
やཬなどに支給します。

支給時期／�6月・10月・2月にそれͧれの前月分まで
の手当を支給します。

受付૭ޱ／市民窓口センターまたは各窓口センター

次の場合は15Ҏ内に申請してくͩさい
　児童手当及び特例給付（以下、児童手当等と表記）は、
原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、
出生や転入などの異動日が月末に近い場合は、ҟ動日
のཌ日から15日以内に申請すれば、異動日の翌月から
児童手当等が支給されます。第2子以降の出生について
も同༷のѻいです。手続きが遅れると、遅れた月分の手
当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
ᶃ第1子が生まれたとき
　出生により新たに受給資格が生じた場合は、「認定請
求書」の提出が必要です。出生日の翌日から15日以内
に、受付窓口（公務員は勤務先）に申請してください。
ᶄ�第2子以߱の出生などにより、手当の支給となる児童
が૿えるとき
　手当額が૿額する事由が発生した日（出生日）の翌日
から15日以内に申請が必要です。
ᶅ他市町村から転入したとき
　前住所地を転出した日（転出予定日）の翌日から15日
以内に申請が必要です。
ᶆެһになったとき、ެ һでなくなったとき
　公務員は勤務先から児童手当が支給されます。公務
員になったときは受付窓口に、公務員でなくなったと
きは勤務先に、事由が発生した日の翌日から15日以内
に申請が必要です。

次の場合はಧ出が必要です
①�児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象
となる児童がいなくなったとき（減額になるとき）
②�受給者が児童と別居した、または別居している児童
の住所が変わったとき
③受給者または児童の名前が変わったとき
④�国内で児童を養育している者として、海外に住んで
いる母から「母指定者」の指定を受けたとき
ᶇ�受給者、配偶者、児童いずれかの個人番号（マイナン
バー）が変わったとき

ຖ年6月に「گݱಧ」のఏ出が必要です
　現況届とは、児童手当等を継続して受給する資格が
あるかを確認するために、6月1日現在の状況（児童の監
護・養育、生計同一関係など）を届け出ていただくもの
です。また、給付区分（児童手当・特例給付）の見直しを
行うため、児童手当等の受給者及び配偶者の前年の所
得を併せて確認します。
　現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けら
れなくなります。

児童ැཆ手当
　児童扶養手当は、母の離婚などの理由でまたは
母と生計を同じくしていない児童を養育している方に
対して支給される手当です。
　申請の際には、手続きの対象となる方の個人番号（マ
イナンバー）を確認できるものが必要です。
受給要件

　手当を受けることができる方は、次の①～ᶋの条件
に該当する児童（18歳౸達後の最初の3月31日までの
者）を監護している母、監護しかつ生計を同じくする
、母またはに代わってその子どもを養育（その子ど
もと同居して監護し、生計をҡ持すること）している養
育者です。
①離婚：母が婚ҽ（事実婚を含む）を解消した児童
②死亡：又は母が死亡した児童
③障がい：又は母が重度の障がいの状態にある児童
④生死不明：又は母の生死が明らかでない児童
ᶇ遺غ：�又は母から引き続き1年以上遺غされている

児童
ᶈ%7保護命令：�又は母がࡋ判所からの̙̫保護命令

を受けた児童
ᶉې߆：�又は母が法令により引き続き1年以上ې߆さ

れている児童
ᶊ未婚：�母が婚ҽ（事実婚を含む）によらないで懐胎し

た児童
ᶋغ児等：母ともに不明である児童
支給額（月額）

　手当額は所得に応じて決定されます。
　また、全国消費者物Ձ指数の動向にあわせて改定さ
れます。

次ページに続く
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શ෦支給の場合 42,910円
一෦支給の場合 10,120円 から 42,900円

子子Չ්福祉ࢿ金ି付制度
　母子家庭の母及び子家庭の（20歳未満のお子さ
んを扶養している配偶者のいない方）や母のいない
20歳未満の子及びՉ婦の方が、経済的に自ཱした生活
を目指すために、就学支度資金、修学資金、修業資金、生
活資金、事業資金などを低利又は無利子でआりられる
制度です。
　資金の種類により必要書類が異なりますので、母子・
子自ཱ支援員にご相談ください。

自ཱ支援教育訓練څ付金制度
　母子家庭の母及び子家庭のが主体的に能力開発
に取り組むことを支援することによって自ཱの促ਐを
ਤるため、就職に必要な教育訓練を受ける費用の一部
を支給する制度です。厚生労働大ਉが指定する講座等
が対象となりますが、雇用保険法による教育訓練給付
金の受給資格について確認が必要になります。
　給付金を受けるには事前相談が必要となりますの
で、給付金の額や手続き等、詳しい内容については母
子・子自ཱ支援員にご相談ください。
支給額

　講座の受講費用の60ˋに相当する額（上限は20万円
で1万2ઍ円以下は支給されません）
※�雇用保険法による専門実ફ教育訓練給付金の指定教
育訓練講座のうち、専門資格の取得をめざすものに
ついては、条件により該当する場合があります。

Ҩ児福祉手当ࡂ
　災害遺児福祉手当は、交通災害、労働災害及び天災等
による遺児の保護者に対して支給される手当です。
　災害遺児福祉手当には、愛媛県から支給される「県災
害遺児福祉手当」と四国中央市から支給される「市災害
遺児福祉手当」があります。

手当の月額
　県災害遺児福祉手当…児童1人につき3,000円
　市災害遺児福祉手当
　◦第1子及び第2子…児童1人につき2,000円
　◦第3子以降…児童1人につき1,000円

所得制限
　県災害遺児福祉手当…所得制限はありません
　市災害遺児福祉手当…所得の制限があります

申請先
　こども課または各福祉窓口

ͻとり家ఉ自ཱ支援制度
　ひとり家庭の経済的な自ཱを支援するために実施
している支援制度です。
　制度利用には事前相談が必要ですので、母子・子自
ཱ支援員にご相談ください。

高等৬業訓練ଅ進څ付金制度
　母子家庭の母及び子家庭のの資格取得を促ਐする
ことによって生活基盤の安定をਤるため、専門的な資格
の取得を目指して1年以上の専門学校等に通う場合に、
生活費相当額を助成する制度です。また、高等職業訓練促
ਐ資金について無利子でି付を受けることができます。

区�分 1）修ྃ支ԉ給金�࿅ଅਐ給金（܇
市民税ඇ課税ੈଳ 月額100,000円 50,000円
市民税課税世帯 月額  70,500円 25,000円
（�1）養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月につ
いては、支給月額に40,000円を加算

ͻとり家ఉ高ଔ認定ࢼ験合֨支援څ付金制度
　高等学校をଔ業していない母子家庭の母又は子家
庭の及びその児童が、学び直しにより自ཱや生活の
安定をਤるため高等学校ଔ業程度認定ࢼ験の合格を目
指す場合に、受講費用の一部を助成する制度です。
　受給対象者は、高等学校等就学支援金制度の支給対
象者ではない方で、高ଔ認定ࢼ験に合格することが適
職に就くために必要であると認められるなどの要件に
該当する方となります。
　申請には事前相談が必要となりますので、給付金の
額や手続き等、詳しい内容については母子・子自ཱ支
援員にご相談ください。

　給付金を受けるには、入学前に事前相談が必要とな
ります。給付金の額や手続き等、詳しい内容については
母子・子自ཱ支援員にご相談ください。
対象となる資格

　看護師、।看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、
作業療法士、歯科衛生士、調理師、ඒ容師など
支給額

　なお、児童が2人の場合は5,070円から10,140円が、
3人以降の児童には児童1人につき3,040円から6,070
円が所得に応じて加算されます。

特別児童ැཆ手当
　身体や精神に一定以上の障がいのある20未満の子ど
もを養育している方に対して支給される手当です。
　申請の際には、手続きの対象となる方の個人番号（マ
イナンバー）を確認できるものが必要です。

手当の月額（ྩݩ年4月ࡏݱ）
　1級（重度障がい者）：52,200円
　2級（中度障がい者）：34,770円

所得制限
　この手当を受給するには所得の制限があります。
　手当の受給者は、毎年所得状況届の提出が必要です。

申請先
　こども課または各福祉窓口

　令和元年4月からの手当額は次の通りです。
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